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リスク管理への取り組み

　当金庫では、経営の健全性を確保し、同時に経営環境の変化に迅速かつ適切に対応していくために、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、
事務指導体制及び内部監査体制の整備と充実を図っております。また、市場取引に伴うリスク管理の充実・強化を図るため、定期的に常勤役員会及び
資金運用部会を開催しております。

リスク管理体制

　当金庫は、「中小企業金融を通じて、地域経済の発展に貢献する」と
いう創業以来の経営理念に基づき、信用金庫業務の公共的使命を踏
まえつつ、広く中小企業の皆様や個人の方々を対象とした専門金融
機関として、金融ニーズにお応えするよう努めております。
　事業を経営されている会社や個人事業者の皆様に対しては、事業
に必要な設備資金や運転資金を、個人の皆様に対しては住宅資金、自
動車購入資金、教育資金など生活の向上に役立つための資金を貸出
するなど、地域に役立つ金融機関としてその役割を果たしていきた
いと考えております。
　全体の貸出運営については、特定の業種やお客様に偏ることなく、
分散したバランスのとれた運用により、貸出資産の健全性を維持し
向上させていきたいと考えております。
　地元中小企業者の健全な発展と地元住民の豊かな生活の実現とと
もに、地域経済の活性化に貢献するため、今まで以上に、取引関係の
増強や健全な資金需要の掘り起こしにより良質な貸出資産の積み上
げを図り、健全経営を堅持しお客様の信頼にお応えするよう努めて
まいります。

貸出金の運営についての考え方
　当金庫では自己責任原則に基づき、保有する資産を自己査定するこ
とによって資産内容の健全性と自己資本比率の充実度を的確に把握
し、金庫経営の健全性を確保することとしております。
　このため、審査部内に資産管理室を設置し、当金庫が定めた「自己査
定要領等」に基づき、毎年貸出金、有価証券、その他の資産を営業店及
び担当部が第一次査定を行い、資産管理室がその検証等を行うことと
し、相互に牽制機能が働く体制になっております。また、自己査定の結
果は理事会等にも報告する体制になっております。

資産査定について
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①信用リスクとは、企業や個人への貸出金が回収不能、または貸出金利の取立てが不能になるリスクのことです。
　【当金庫の対応】審査部で、お取引先の事業内容、財務内容、償還財源、資金使途、担保、保証人等で総合的に融資審査を行い、事業所の格付、担保評価の見直し等
厳格な融資審査体制をとり、貸出資産の健全化、良質化に努めております。

②事務リスクとは、事務上のミスや不正による損失をうけるリスクのことです。
　【当金庫の対応】監査部が本支店に対し定期的に臨店監査を実施する一方、本支店には店内点検の実施を義務付けており、日常の事務ミス防止のため、業務統括
部による事務指導や、事務取扱要領の整備などにより、事故の未然防止のための体制をとっております。

③市場リスクとは、資産（貸出、有価証券など）・負債（預金など）双方の金利変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動がもたらす「価格変動リスク」、為替
相場の変動に伴う「為替リスク」などのことです。

　【当金庫の対応】資金部を主管に資金運用部会を定期的に開催し、資金の運用の方針を策定し、市場リスクに伴う対応を行っており、今後とも、より健全で、資産・負
債のバランスのとれた収益体質の維持と管理体制の充実に努めてまいります。

④流動性リスクとは、予期せぬ預金の流出や、通常より著しく高い金利で資金の調達を余儀なくされるリスクのことです。
　【当金庫の対応】危険度の大きさ毎にシミュレーションを行い、突発的な現金需要にも充分対応できるよう資金の確保に努めております。
⑤システムリスクとは、コンピュータシステムの障害、誤操作、システムの不備等により、損失を被るリスクのことです。
　【当金庫の対応】「危機管理規程」を制定し、お客様の情報の漏えいの防止や、システムの障害時に迅速かつ適切な対応ができる体制をとっております。
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